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令和４年度定期監査の結果報告について

地方自治法第 199条第４項の規定に基づき実施した令和４年度定期監査の結果について、

同条第９項の規定により、別紙のとおり報告します。



１　監査の種類

  定期監査（地方自治法第199条第４項の規定による監査）

２　監査の対象

(1) 対 象 課

総 務 部 秘 書 課

選挙管理委員会事務局

企 画 財 政 部 政 策 財 政 課

企 画 財 政 部 情 報 政 策 課

教 育 委 員 会 指 導 課

民 生 部 市 民 課

会 計 管 理 者

健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課

農 林 商 工 部 商 工 観 光 課

(2) 監査の範囲

 令和４年度(４月から10月末まで)に執行された財務に関する事務。

３　監査の主な着眼点

(1) 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。

(2) 収入、支出に係る事務の手続きが適正に行われているか。

(3) 契約事務が適正に執行されているか。

(4) 備品の管理が適正に行われているか。

(5) 現金等の取扱事務は適正に処理されているか。

(6) 関係事務が法令・条例等に基づき適正に処理されているか。

(7) 想定されるリスク等について、対応策及び管理体制は十分か。

４　監査の主な実施内容

  定期監査は、十和田市監査基準に準拠し、次により実施した。

(1) 事前に監査項目を定めた監査資料の提出を求め、それに基づき監査対象課ごとに諸帳

  簿・書類等の試査・照合等、事務局職員による書面監査を行った。

(2) 関係職員から事務事業の執行状況について、監査資料に基づき説明を受け、監査委員

  による質疑応答を行った。

５　監査の期間

  令和４年12月21日から令和５年２月15日まで

６　監査の結果

　　　財務に関する事務について関係書類を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、

　　おおむね適正に処理されていることが認められた。

　　　監査の際に見受けられた事務処理上留意すべき軽微な事項については、その都度担当

　　職員に対して改善又は検討を要望した。
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